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北見市木造住宅耐震改修等補助金 交付決定通知書

　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました標記補助金につきまして、北見市木造住宅耐震改修等補助金交付要綱第6条の規定に基づき、下記のとおり決定したので通知します。

記

	通知番号
	第111号

	交付決定額
	　　　　　円




１　補助申請者は、本通知を受領した後、速やかに耐震診断、耐震設計若しくは耐震改修工事又は除却工事(以下「耐震改修等」という。)に着手しなければなりません。

２　交付決定の通知を受けた補助申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて速やかに市長に提出しなければなりません。
(1)　耐震改修等の費用の変更
(2)　耐震改修等の計画の変更
(3)　耐震改修等を中止したとき。

３　補助申請者は、耐震改修等が完了したときは、完了報告書(様式第5号)に関係書類を添えて速やかに市長に提出しなければなりません。

４　市長は、補助申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定取消通知書(様式第7号)により補助金の交付決定を取り消し、又は返還請求書(様式第8号)により既に交付した補助金の一部若しくは全部について期限を定めて返還を求めることができます。
(1)　補助金を受けることについて不正な行為があったとき。
(2)　この要綱の規定による期日までに補助申請者から書類が提出されないとき。
(3)　期限内に当該補助対象事業が完了しないことが明らかとなったとき。
(4)　その他補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

５　補助金交付の決定を取り消した場合に生じた損害について、市は一切の賠償の責めを負わないものとします。
